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１．はじめに

情報通信技術は、我々の生活にとって、欠かせない
ものとなった。特に、インターネットの普及が与えた
影響は大きく、2017 年における普及率は世帯および
個人で８割を超えている１。これには、スマートフォ
ンの普及が寄与していることは間違いなく２、我々は、
どこにいても気軽にインターネットを利用できるよう
になった。このような状況の中、「オンラインプラッ
トフォーム」が社会からの関心を集めている。「プラッ
トフォーム」とは、「異なる二種類のユーザー・グルー
プを結びつけ、一つのネットワークを構築するような
製品やサービス３」である。これまでにも、プラット
フォームの概念を利用したビジネスはあったが４、イ
ンターネットの普及により、オンライン上でプラット
フォームを展開する「プラットフォーム事業者５」が
著しい成長を続けている６。

研究領域では、プラットフォーム事業者の成長要因
が分析されており、とりわけ、オンラインプラット
フォーム利用者の便益を勘案すれば、その要因として、

「ネットワーク効果」の影響が大きいだろう７。つまり、
利用者が増えれば増えるほど、オンラインプラット
フォームの価値が向上し、利用者がその価値を享受で
きるようになる８。例えば、オンラインショッピング

モールと呼ばれる Amazon や楽天市場を利用すれば、
企業は、より多くの消費者へ製品・サービスの提供が
可能となり、消費者は、より多くの選択肢から製品・
サービスを選ぶことができる。

しかし、オンラインプラットフォームは、利用者に
大きな価値をもたらすが、その問題点も指摘され始め
ている。その問題の一つが、消費者から提供される個
人データの利活用である。消費者がオンラインプラッ
トフォームを利用する際には、登録情報、検索履歴、
購買履歴、位置情報などの個人データがプラット
フォーム事業者に提供される。そして、収集された個
人データは、プラットフォーム事業者のマーケティン
グ戦略に利用されている。だが、消費者は、これらの
個人データがどのように利用されているのかを、正確
に把握することはできない９。それゆえ、プラット
フォーム事業者による個人データの利活用が消費者課
題を引き起こす恐れがあり、国際的にもその対応が始
まっている。日本においても、省庁および専門委員会
によって、そのルール整備に向けた議論が進められて
いる。

このような動きを踏まえれば、個人データの利活用
に関して、プラットフォーム事業者には、マーケティ
ング戦略の転換が必要となる可能性が高い。なぜなら、
個人データの利活用の不透明さは、オンラインプラッ
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１ 2017 年、インターネットの世帯普及率は 83.9%、個人普及率は 80.9% であった。総務省（2018b）10 頁、48 頁。
２ 2017 年、「スマートフォン」を保有している世帯は 75.1％となった。これは、他の情報通信機器（パソコンや固定電話）を上回り一番高い割合である。

総務省（2018b）１頁。
３ Eisenmann et al. （2006） p.94 （松本訳（2007）69 ～ 70 頁）.
４ 古典的なプラットフォームとして、クレジットカードが挙げられている。根来（2017）18 頁。
５ 本稿では、「プラットフォーム事業者」は、オンラインプラットフォームを運営する事業者に限定される。
６ GAFA と呼ばれる Google、Apple、Facebook、Amazon のプラットフォーム事業者大手４社は、2006 年時点では、米国上場企業の時価総額上位５社

に入っていなかったが、2017 年時点では、４社共に時価総額上位５社に加わった。Taplin （April 22, 2017）.
７ 根来・大須賀（2018）は、プラットフォームビジネスに関する先行研究を整理し、「ネットワーク効果」以外の要因として、「先発優位」、「収穫逓増」、

「スター製品効果」および「有力補完プレイヤーの囲い込み」、「プラットフォーム包囲」、「バンドル（セット販売）」および「製品シナジーの利用」

を挙げている。根来・大須賀（2018）18 ～ 20 頁。
８ 「ユーザーの数が増えると、そのユーザーが属するグループにとって、プラットフォームの価値が向上あるいは下落する」ことを「サイド内ネットワー

ク効果」、「片方のユーザーが増加すると、もう片方のユーザー・グループにとってプラットフォームの価値が向上または下落する」ことを「サイド

間ネットワーク効果」と呼ぶ。Eisenmann et al. （2006） p.96 （松本訳（2007）73 頁）.
９ 例えば、リクルートキャリアは、就職情報サイト「リクナビ」に登録する就活生の個人情報を利用し、同意を得ないで「内定辞退率」の予測を顧客企

業に販売していた。内定辞退率の算出対象は 74,878 人にも達したという。日本経済新聞（2019 年８月 27 日朝刊）１頁。
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10 青木（2010）147 頁；フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー（2008）239 頁。本稿では、青木（2010）の用語を採用している。
11 青木（2010）147 ～ 155 頁。高関与型の製品・サービスに対する購買意志決定プロセスを前提としている。
12 奥瀬（2019）17 頁；Galloway （2017） pp.91-92 （渡会訳（2018）159 頁）.
13 「オーガニック検索」とは、広告の影響を受けない検索である。Galloway （2017） pp.128-129 （渡会訳（2018）210 頁）.
14 2016 年５月時点において、米国での Amazon の商品取扱数は約 1200 万品目、出店業者の商品取扱数は、約３億 5,000 万品目にも上るという。成毛（2018）

61 頁、64 頁。
15 衣料品のインターネット通販では、店舗に行かず自宅で試着し、気に入った製品だけを購入するというサービスも始められている。日経 MJ（2018 年

10 月 31 日）11 頁。なお、店頭で製品の情報のみを収集し、インターネットを通じて購買する「ショールーミング」という形態もある。奥瀬（2019）

17 頁。
16 Amazon では、最短２時間で商品を届ける「プライムナウ」というサービスが行われている。2019 年９月には、Amazon は、当該サービスの対象範

囲を縮小することを発表したが、個人の運送事業者に宅配を委託する「アマゾンフレックス」という取り組みも始めており、継続的に物流網の開発

に力を入れている。日本経済新聞（2019 年８月 18 日朝刊）７頁；日本経済新聞（2019 年９月 14 日朝刊）11 頁。

トフォームが提供する利便性とはまた違った意味で、
消費者行動に影響を及ぼすからだ。既にオンラインビ
ジネスを対象とする研究では、事業者によるプライバ
シーに関する措置と消費者行動との関係が検証されて
おり、このような観点からも、今後、プラットフォー
ム事業者によるマーケティング戦略を検討する意義が
ある。そこで、本稿では、消費者行動論の観点から、
次の問いを立てて論じていく。それは、「オンライン
プラットフォームにおける消費者課題に対し、プラッ
トフォーム事業者には、どのようなマーケティング戦
略が求められているのか」である。

この問いに答えるため、本稿では、４つの手順を踏
み議論を展開する。第１は、オンラインプラットフォー
ムの正の側面に着目し、それがもたらす消費者行動の
変化として、購買意志決定プロセスへの影響を整理す
る。第２は、反対にオンラインプラットフォームにお
ける負の側面に着目し、どのような消費者課題が生じ
得るかを確認する。そして、日本の省庁および専門委
員会で行われている議論を整理し、プラットフォーム
事業者が消費者課題に主体的に取り組む必要性を確認
する。第３は、消費者行動論における「ブランド・コ
ミットメント」の概念を取り上げ、オンラインビジネ
スにおいて、プライバシーに関する措置がその形成に
影響を与えることを確認する。第４は、消費者のブラ
ンド・コミットメントを形成するため、プラットフォー
ム事業者が講じるべき個人データの利活用に関する措
置を提示する。

２．�オンラインプラットフォームによる購買意志決定
プロセスへの影響

まずは、オンラインプラットフォームの影響を整理
する前に、消費者の購買意志決定プロセスを確認して
おこう。消費者の購買意志決定プロセスは、「問題認識」

「情報探索」「代替案評価」「選択・購買」「購買後評価」
の段階に分けられる 10。まず消費者は、自身の「現実

の状態」と「望ましい状態」との差から自身のニーズ
を認識する（問題認識）。そして、消費者は、ニーズ
を満たす製品・サービスの特徴を把握するため、購買
経験を通じて蓄積された記憶内の情報を、また、それ
が不十分な時には広告などの外部情報を探索する（情
報探索）。取得した情報を用い、消費者は、自身の評
価基準に照らしながら、製品・サービスを比較・評価
する（代替案評価）。この結果に基づき、消費者は、
特定の製品・サービスを選択して購買する（選択・購
買）。最後に、消費者は、製品・サービスを実際に使
用した上で評価し、それを次回の購買へとフィード
バックする（購買後評価）11。

このような購買意志決定プロセスの各段階は、オン
ラインプラットフォームの登場により、大きく影響を
受けている。まず「問題認識」は、SNS を通じて、
喚起されるようになった 12。例えば、Facebook や
Instagram は、多くの利用者間で製品・サービスの購
買経験を迅速かつ視覚的に共有することを可能にし、
消費者のニーズを喚起している。「情報探索」は、検
索アルゴリズムの発達で、容易に実行可能となった。
例えば、Google の検索エンジンを使えば、「オーガニッ
ク検索」によって、検索された製品・サービスと関連
性の高い情報を効率的に検索できる 13。「代替案評価」
における比較可能性は、オンラインショッピングモー
ルや比較サイトによって向上した。Amazon や価
格 .com で購入したい製品・サービスを検索すれば、
消費者は、カテゴリー別に価格や仕様を簡単に比較検
討できる 14。「選択・購買」にかける時間は、インター
ネット通販により、消費者が店頭に行く必要がなく
なったため短くなった 15。例えば、Amazon を利用す
れば、製品が消費者の手元に届くまでの期間はかなり
短縮されている 16。「購買後評価」は、消費者自身へ
のフィードバックだけでなく、オンラインプラット
フォームを通じて、容易かつ迅速に発信されるように
なった。例えば、オンラインショッピングモールや比
較サイトの製品レビュー、SNS の口コミが挙げられ
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る。そして、発信された評価は、他の消費者における
「問題認識」や「情報探索」に影響を及ぼすことになる。

以上のように、オンラインプラットフォームは、消
費者の行動に影響を及ぼしていると言えよう 17。特に、
消費者は、様々なオンラインプラットフォームを活用
することで、より効率的に製品・サービスを購買する
ことが可能となった。しかし、このような利便性を享
受する一方、消費者は、オンラインプラットフォーム
を利用すればするほど、個人データを提供しなければ
ならない。そして、プラットフォーム事業者は、消費
者の購買行動を促すため、これらのデータをマーケ
ティング戦略として活用している。もちろん、個人デー
タの利活用が消費者に益する側面もあるが 18、それと
同時に、消費者課題を引き起こす原因として問題視さ
れている。

３．オンラインプラットフォームにおける消費者課題

プラットフォーム事業者が様々な個人データを取得
していることを受け、その取り扱いに関して、国際的
にルール整備が進められている 19。日本においても、
個人データの利活用に対する消費者の懸念が確認され
ており 20、省庁や専門委員会は、オンラインプラット
フォームのルール整備について議論を行っている 21。
その中で、個人データの利活用に関する問題として挙
げられているのが、「プロファイリング」と「行動ター
ゲティング広告」である。
「プロファイリング」とは、AI によるビッグデータ

の解析を通じて、過去のデータから関係やパターンを
発見し、それを特定の個人データに適用することで、
趣味嗜好などを自動的に予測するものである 22。この
問題点は、プロファイリングに基づき点数化する「ス

コアリング」によって、自由な意思決定が阻害される
ことである。スコアリングは、例えば、ローンの借入
れや保険の加入等に利用されているが、点数を算出す
るアルゴリズムは複雑であり、それを完全に開示する
ことは容易でない。もし点数が低く評価されれば、そ
の過程が不透明であり、かつ原因も理解できないまま
に、消費者は、自動的にサービスの対象から外される
ことになる 23。
「行動ターゲティング広告」とは、閲覧履歴や購買

履歴から趣味嗜好などをプロファイリングし、特定の
個人に対して、個人化された広告配信を行うものであ
る 24。この問題点は、選択の自由を歪めることにある。
行動ターゲティング広告は趣味嗜好に基づき個別化さ
れるため、消費者は、他の選択肢を能動的に検討しな
い可能性が出てくる。さらに、その広告は、消費者に
よる合理的な判断が難しい状況を見計らって配信され
る可能性もある。それゆえ、そのような意思決定は、
消費者の自由な意思で行われていない可能性がある
25。加えて、スコアリングと同様に、消費者は、行動ター
ゲティング広告がどのような情報およびアルゴリズム
に基づいて実行されているのかを、ほとんど把握する
ことができない 26。

以上の問題は、省庁および専門委員会の議論でも取
り上げられている。しかし、それらの議論の立場には
相違が見られる。それは、「個人データの利活用を促
す公正な競争の確保」と「個人データの利活用を制限
する消費者の保護」という観点で整理される。
「個人データの利活用を促す公正な競争の確保」と

いう立場にあるのは、経済産業省、公正取引委員会、
総務省である。これらの問題意識は、プロファイリン
グや行動マーケティング広告により消費者が誘導され
る場合、競争メカニズムが働かなくなるという点であ

17 土田（2019）では、プラットフォームの形態を分類している。土田（2019）54 頁。これに基づけば、主として、「問題認識」「情報探索」「購買後評価」

には「非取引型」（関心型）のプラットフォームが、「代替案評価」「選択・購買」には「取引型」（マッチング型）のプラットフォームが影響を及ぼ

している。
18 例えば、Amazon のウェブサイトでは、閲覧履歴や購買履歴に基づき「おすすめ」の製品が表示される。
19 例えば、2018 年５月に施行された EU の GDPR（一般データ保護規則）が挙げられる。
20 総務省の調査によれば、オンラインのサービスやアプリケーションを利用する際、個人データを提供することについて、989 人のうち 84.1％が不安を

感じていた。三菱総合研究所（2017）44 頁。公正取引委員会の調査でも、2,000 人のうち 75.8％が、プラットフォーム事業者による個人情報や利用デー

タの収集、利用、管理等について「懸念がある」と回答した。公正取引委員会（2019b）15 ～ 16 頁。
21 現行法では、オンラインプラットフォームが介在する取引全体を対象とする特別法は存在しない。このような背景もあり、そのルール整備が必要とさ

れている。消費者委員会オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会（2019）11 頁、29 頁。
22 山本（2018）19 頁。
23 古谷（2018）130 ～ 131 頁。例えば、ローンの借入れについて、約７万項目のデータを使い、信用スコアを AI で算出する企業もあるという。ベイカ

レント・コンサルティング（2016）185 頁。
24 古谷（2018）132 頁。
25 古谷（2018）134 ～ 135 頁。古谷（2018）は、合理的な判断が難しい例として、「消費者がスマート体重計で体重が増えたことに気づいた直後に、スマー

トフォンにダイエットコーチングサービスの広告が配信される」という状況を挙げている。古谷（2018）137 頁。
26 古谷（2018）138 頁。
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る 27。オンラインプラットフォームを通じて、個人デー
タの利活用が促され、イノベーションの創出が期待さ
れているが、現状では、特定のプラットフォーム事業
者による個人データの寡占化が生じる恐れがある。こ
のような事態に陥れば、特定のプラットフォーム事業
者だけが競争上有利となり、市場における公正な競争
が阻害されることになる 28。それゆえ、個人データの
寡占化を防ぎ、その利活用を促進することが、経済産
業省、公正取引委員会、総務省の狙いであると言えよ
う。

一方、「個人データの利活用を制限する消費者の保
護」という立場にあるのは、消費者庁、消費者委員会、
個人情報保護委員会である。これらの問題意識は、既
述の通り、プロファイリングや行動ターゲティング広
告によって引き起こされる消費者課題である。例えば、
プロファイリングであれば、消費者の脆弱性が狙われ、
意思決定を不当に歪められること、また、差別的に信
用力がスコアリングされることが指摘されている 29。
行動ターゲティング広告であれば、消費者の主体的・
合理的な選択を助けるものなのか疑義があること、ま
た、その特徴に応じて情報を差別的に配信されること
が指摘されている 30。このような課題があるため、消
費者庁からは、オンラインプラットフォームに関する
制度の在り方として、「消費者の選択の機会の確保等
の観点から、取引の透明性・公平性の実質的な担保」
が提言されている 31。これには、事業者の保有する個
人データの開示、また、必要であれば、個人データの
利用停止や消去を求めることができる仕組みが必要と
なる。しかし、現状、開示請求に応じない事業者が存
在している 32。また、現行の個人情報保護法では、個
人データの利用停止や消去に応じる義務があるのは、

それを目的以外に使用した場合や、不正な手段で取得
された場合に限定されている 33。このため、個人情報
保護委員会は、企業に対する開示請求制度の監督およ
び周知や、個人データの利用停止等について、個人の
権利範囲拡大の検討を進める予定だという 34。このこ
とから、消費者庁、消費者委員会、個人情報保護委員
会は、消費者課題を防ぐため、個人データの利活用を
制限する狙いがあると言えよう。

以上のように、議論の力点は、「個人データの利活
用を促す公正な競争の確保」または「個人データの利
活用を制限する消費者の保護」のいずれかに置かれて
いる。ここで問題となるのは、このような立場の違い
が、オンラインプラットフォームのルール整備を遅ら
せる可能性があることだ。つまり、いずれかの立場で
ルール整備を一気に推し進めるのは容易でなく、相手
の立場を踏まえつつ、それを進めていかなければなら
ない 35。このため、消費者課題の発生を防ぐため、プ
ラットフォーム事業者は、市場のルール整備を待つの
ではなく、主体的に対応していくことが必要とされて
いる 36。

４．�マーケティング戦略としてのプライバシーに関す
る措置の有効性

既述の通り、プラットフォーム事業者には、個人デー
タの利活用について主体的な対応が必要となる。つま
り、プライバシーに関する措置が必要とされている。
だが、プライバシーに関する措置を推し進め、個人デー
タの利活用を制限すれば、「プロファイリング」や「行
動ターゲティング広告」の精度が下がり、それが業績
の低下に繋がるという懸念があるかもしれない。だが、

27 経済産業省・公正取引委員会・総務省（2019）４頁。
28 公正取引委員会（2019a）２頁；総務省（2019）15 頁、26 ～ 27 頁。
29 消費者委員会オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会（2019）71 頁。
30 消費者委員会消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ（2019）17 頁。
31 消費者庁（2019）14 ～ 15 頁。
32 現行の個人情報保護法では、事業者は、個人データの開示請求には原則として応じなければならない。しかし、「個人情報保護相談ダイヤル」には、

事業者（プラットフォーム事業者以外も含む）に対する「開示されなかったことに関する不満等」が多く寄せられている。個人情報保護委員会（2019）

９頁。
33 個人情報保護委員会（2019）12 頁。なお、個人情報保護法では、閲覧履歴やクッキーなどの個人識別性を有しないものは、他の情報と照合して個人

を識別できなければ、個人情報として扱われないという。個人情報保護委員会（2019）38 頁。
34 個人情報保護委員会（2019）17 頁、19 頁。
35 例えば、個人情報保護委員会は、行動ターゲティング広告への対応として、「イノベーションを阻害することを避ける観点からも、まずは、自主ルー

ル等による適切な運用が重要である」と述べている。個人情報保護委員会（2019）41 頁。このことから、同委員会が、「個人データの利活用を促す公

正な競争の確保」という立場に配慮しながら、慎重な対応を模索していることをうかがい知れる。
36 ただし、2019 年 10 月には、内閣官房に「デジタル市場競争本部」が新設されることが予定されており、オンラインプラットフォームに関する競争政

策や個人情報保護策が一体的に議論されるという。事務局には、経済産業省、公正取引委員会、総務省から人員が派遣され、個人情報保護委員会は、

個別の案件での対応となっている。日本経済新聞（2019 年９月 16 日朝刊）２頁。今後、「デジタル市場競争本部」を通じて、オンラインプラットフォー

ムのルール整備が進んでいくのかが注目される。
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消費者が個人データの利活用に不安を感じているので
あれば、プライバシーに関する措置が、マーケティン
グ戦略へと繋がる可能性がある。以下、その理由を消
費者行動論の観点から確認していこう。

既述の通り、オンラインプラットフォームにより、
消費者は、以前と比べて、購買意志決定を効率的に行
うことができるようになった。しかし、その一方で、
消費者は、個人データの利活用に対する懸念も感じて
いた。このような懸念は、とりわけ、オンラインプラッ
トフォームに対する「ブランド・コミットメント」の
形成に影響を及ぼすことになる。

消費者は、購買意志決定と同時進行する形で、製品・
サービスについての情報処理を進めている 37。その情
報処理プロセスでは、外部情報が意味づけや解釈を通
じて有意味な内部情報へと変換され、最終的には、ブ
ランドに対する「態度」が形成される 38。態度は、行
動の前提となる概念である。消費者行動論では、態度
概念として、ブランド・コミットメントがよく使われ
ている 39。

ブランド・コミットメントは、「相手あるいは相手と
の関係性に対するコミットメント 40」と捉えられ、感
情的または認知的な要素に基づくものに分類される 41。
Amine （1998）は、前者を「感情的コミットメント」、
後者を「計算的コミットメント」と呼ぶ 42。感情的コ
ミットメントは、ブランドの選択において、消費者の
好みや愛着に基づくものである 43。さらに、これまで
の研究では、感情的コミットメントに影響を及ぼす要
因として信頼も確認されている 44。計算的コミットメ
ントは、代替的なブランドへのスイッチング・コスト
の評価・計算を踏まえ、特定のブランドから得られる
便益に基づくものである 45。特定のブランドからの便
益がスイッチング・コストを上回れば、そのブランド

に対する消費者のコミットメントが高まることにな
る。

ブランド・コミットメントを用いれば、消費者が特
定のオンラインプラットフォームを利用する理由を説
明することができる。例えば、多くの消費者は、「情
報探索」で Google の検索エンジンを利用している 46。
スイッチング・コストがほとんどかからないのにも関
わらず、何故、Google の検索エンジンが選ばれるの
だろうか。それは、「グーグルはすべての疑問に答え
てくれる 47」というように、Google が多くの人々か
ら信頼を得ているからだ 48。つまり、感情的コミット
メントによって、消費者は、Google を選択している
のである。一方、「アマゾンがなかったら生活できな
いかも 49」という言葉が表すように、多くの消費者が
Amazon で製品を購入している 50。これは、計算的コ
ミットメントに基づくものだと考えられる。既述の通
り、Amazon における「代替案評価」「選択・購買」
の容易さを勘案すれば、他のプラットフォーム事業者
にスイッチするコストは高く見積もられる。よって、
計算的コミットメントに基づき、消費者は、Amazon
を利用するのである。

このように、ブランド・コミットメントに基づき、
消費者は、オンラインプラットフォームを選択すると
想定できる。では、プラットフォーム事業者は、どの
ように消費者のブランド・コミットメントを形成すれ
ばよいのだろうか。その一つの方法として、プライバ
シーに関する措置が挙げられる。

先行研究では、オンラインビジネスにおける消費者
行動を対象にして、「倫理的措置に対する認識」と「購
買意図」との関係が検討されている。前者は、態度概
念として「ブランド・コミットメント」、後者は、行
動概念として「ブランド・ロイヤルティ」と言い換え

37 青木（2010）162 頁。
38 青木（2010）169 頁。
39 井上（2009）３～４頁。
40 井上（2009）４頁。
41 「関係性」に着目するブランド・コミットメントは、リレーションシップ・マーケティング研究に基づくものである。もう一つの潮流としては、「関与」

に関する研究に基づくものがある。井上（2009）４頁。
42 Amine （1998） p.309. 
43 Amine （1998） p.310. 
44 Amani （2015） p.148. なお、井上（2009）では、調査にあたり、感情的コミットメントの源泉として信頼を採用している。井上（2009）７～８頁、11 頁。
45 Amine （1998） p.310. 
46 2019 年８月時点における Google の検索エンジンの世界シェアは 92.37% である。StatCounter, Search Engine Market Share Worldwide.
47 Galloway （2017） p.125 （渡会訳（2018）205 頁）.
48 Google の検索エンジンが信頼を得た要因として、「オーガニック検索」が挙げられている。Galloway （2017） p.129 （渡会訳（2018）211 頁）.
49 成毛（2018）24 頁。
50 日本貿易振興機構の調査によれば、2016 年時点では、企業対消費者取引の電子商取引市場において、Amazon は、米国、英国、日本、ドイツ、フラ

ンスで最も高いシェアを得ている。日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部（2017）10 頁。
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られる 51。これらの研究は、オンラインプラットフォー
ムに限定しているわけではないが、オンラインビジネ
スにおける消費者行動を扱っているため、その成果は
注目に値する。これまでの研究で、オンラインビジネ
スにおけるプライバシーの問題は、企業の倫理的課題
の一つとして扱われてきた 52。これらの研究を踏まえ、
Román （2007）は、消費者の「倫理的措置に対する認
識」の枠組みを設計している 53。その枠組みを構成す
る概念では、「個人データの開示・利用における消費
者のコントロール可能性」として「プライバシー」が
採用されている 54。Román （2007）は、これを用いて消
費者の「信頼」との関係を検討し、「プライバシー」と「信
頼」に正の相関があることを明らかにしている 55。 
Lu et al. （2013）や Sharma & Lijuan （2014）は、「倫理
的措置に対する認識」と「購買意図」との関係性を検
証しており、「プライバシー」に対する消費者の認識と

「購買意図」が正の相関にあると結論付けている 56。
以上の研究から、オンラインビジネスにおいて、「プ

ライバシー」への認識が消費者の「購買意図」を促す
要因になっていることがわかる。すなわち、プライバ
シーに関する措置によって、消費者の「ブランド・コ
ミットメント」が形成され、それが「ブランド・ロイ
ヤルティ」へと繋がるわけである 57。とりわけ、先行
研究では、消費者の認識が「信頼」との関係性で扱わ
れていたため、プライバシーに関する措置は、「感情
的コミットメント」に影響を及ぼすと言える。このよ
うな成果を踏まえれば、オンラインプラットフォーム
においても、プライバシーに関する措置が、マーケティ
ング戦略に繋がると考えられよう。しかし、多くの事
業者では、プライバシー方針の策定など、既に措置が
講じられていると思われるかもしれない。それゆえ、
プラットフォーム事業者には、まだ対応が進んでいな
い、先述の消費者課題の発生を防止するような措置が
重要となる。

５．オプトアウト方式からオプトイン方式へ

オンラインビジネスでは、プライバシーに関する措
置により、「ブランド・コミットメント」が高まり、
消費者の「ブランド・ロイヤルティ」が高まることを
確認した。オンラインプラットフォームにおいても、
これを援用し、プライバシーに関する措置が有効だと
考えられる。だが、既に他の事業者で始められている
措置では、他社との差別化は容易でなく、マーケティ
ング戦略としての効果はあまり見込めないだろう。そ
こで、プラットフォーム事業者に必要となるのは、消
費者課題の発生を防ぐための措置を講じることであ
る。まずは、その手掛かりとして、業界団体の取り組
みを見てみよう。

個人データの利活用への対応事例として、「日本イ
ンタラクティブ広告協会」（JIAA）の取り組みが挙げ
られる。JIAA は、インターネット広告ビジネスにお
ける個人データの取り扱いについて、「行動ターゲティ
ング広告ガイドライン」を策定している。その中では、

「透明性の確保」「利用者関与の機会の確保」「情報提供」
に関する推奨事項が明示されている。
「透明性の確保」では、広告提供事業者は、自社サ

イトで「情報取得の事実」「情報を取得する事業者」「取
得される行動履歴情報」「取得方法」「利用目的」「保
存期間」「オプトアウトの手段」をわかりやすい形式
で表示することが必要とされている。また、行動ター
ゲティング広告を掲載するウェブサイトの運営者は、
そのウェブサイト上で、行動ターゲティング広告が配
信されていること等を表示する必要がある。「利用者
関与の機会の確保」では、「広告提供事業者による行
動履歴情報の取得または利用に対して、可否を容易に
選択できる手段（オプトアウト）の提供」が必要とさ
れている。「情報提供」では、行動ターゲティング広
告内、または、その周辺に「アイコン」を表示するこ
とが推奨されている。そのアイコンは、広告提供事業
者のサイト内にある行動ターゲティング広告に関する

51 行動概念としては、「ブランド・ロイヤルティ」が一般的に使われている。井上（2009）５頁。
52 倫理的な視点から、オンラインビジネスにおけるプライバシーの問題を論じたものには、Pollach （2005）, Sipior et al. （2004）, Stead & Gilbert （2001）

がある。
53 Román （2007） p.140.
54 Román （2007） p.134. 「倫理的措置に対する認識」を構成する他の概念は、「セキュリティ」「非詐欺的行為」「履行・確実性」が挙げられている。

Román （2007） p.140.
55 Román （2007） p.141. なお、Román （2007）は、「プライバシー」よりも、「セキュリティ」（決済情報に関する安全性）の方が「信頼」に強く影響する

と結論付けている。しかし、Bart et al. （2005）では、「プライバシー」の方が「信頼」に影響を及ぼすという結果が出ているため、これら概念は、共

に「信頼」に影響を及ぼす重要概念として捉えられる。Bart et al. （2005） p.141.
56 Lu et al. （2013） pp.58-59；Sharma & Lijuan （2014） p.427. 
57 Miyazaki & Fernandez （2000）によれば、ウェブサイト上にあるプライバシーおよびセキュリティに関する内容の比率が消費者の「購買意図」と正

の相関にあるという。Miyazaki & Fernandez （2000） p.59.
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ページへとリンクする。広告を掲載するウェブサイト
運営者に対しても、同様に、ウェブサイト内へのアイ
コンの設置が推奨されている 58。これらの取り組みに
より、消費者に個人データの利活用への理解を促し、
それに関与する機会が提供される。

ここで着目するのは、個人データの利活用への関与
について、「オプトアウト方式」が採用されているこ
とだ。「オプトアウト方式」では、消費者側が「アウト」
を選択した場合、事業者は、それに応じなければなら
ない。つまり、消費者が個人データの利用停止・消去
を求めるのであれば（特定の個人データについて「ア
ウト」を選択）、事業者は、利用停止・消去に応じな
ければならない。加えて、消費者が利用停止・消去を
求められる状況でなければならない。それゆえ、上記
の取り組みでは、消費者が「アウト」を選択できる状
況を確保することで、事業者による個人データの利活
用が認められることになる 59。

個人データの利活用において、プラットフォーム事
業者が「オプトアウト方式」を導入することは、消費
者からの信頼を得る上で、つまり、ブランド・コミッ
トメントを高める上で、一定の効果があると考えられ
る。事実、Facebook は、「オプトアウト方式」の取
り組みを導入することを決定している。Facebook は、
利用者の個人データを第三者のウェブサイトやアプリ
から収集しているが、「オフ・フェイスブック」とい
う新機能により、利用者は、自身のデータがどこから
収集されたのかが把握可能となり、そのデータと利用
者との紐づけを解くことが可能になるという。これに
対し、Facebook は、当該取り組みにより広告事業の
業績に影響が及ぶことを認識しながらも、「ユーザー
がデータをコントロールできることの方がより重要
だ」と述べている 60。だが、このような措置により、
信頼が高まれば、利用者の増加を見込める可能性があ
る。

しかし、「オプトアウト方式」にも問題点がある。
それは、「オプトアウト方式」を導入しても、消費者
がそれを認識・理解することができず、「アウト」と
いう選択にまで至らないという問題である。例えば、
先述の通り、JIAA の「行動ターゲティング広告ガイ

ドライン」では、広告に表示されているアイコンを通
じて、消費者は、個人データの取得および利用に関与
することができた。だが、この仕組みに対し、「消費
者がアイコンに気がつかない」「気がついたとしても
意味が理解できず、行動ターゲティング広告だと認識
しないまま契約の締結に至る」という問題点が指摘さ
れている 61。

このことから、「オプトアウト方式」の措置では、
根本的な解決に至らない可能性がある。そのような措
置を講じたとしても、消費者が認識・理解できないの
であれば、先述のような「プロファイリング」や「行
動ターゲティング広告」の問題に何ら変化をもたらさ
ないからだ。このような状況が放置されれば、「オプ
トアウト方式」の措置に対して、「事業者が負わなけ
ればならない個人データの利活用に対する責任を、消
費者側に転嫁しているだけに過ぎない」という見方も
できるだろう。すなわち、問題が発生した時に、「消
費者が『アウト』を選択しなかったのが悪い」という
ことにもなりかねないのである。そこで、本稿では、
プラットフォーム事業者に求められる措置として、「オ
プトイン方式」を提案する。
「オプトイン方式」では、消費者側が「イン」を選

択した範囲内で、事業者は、活動を行われなければな
らない。つまり、消費者が個人データの利用を認めれ
ば（特定の個人データについて「イン」を選択）、事
業者は、認められた範囲内でしか個人データの利用が
できなくなる。これにより、消費者が把握している範
囲内で個人データの利活用が行われることになる。こ
のため、プラットフォーム事業者がこのような措置を
主体的に講じれば、そのオンラインプラットフォーム
に対する消費者の信頼も高まると考えられる。

しかし、「オプトイン方式」を採用すれば、「オプト
アウト方式」にも増して、「プロファイリング」や「行
動ターゲティング広告」の精度が下がり、業績の悪化
を招くという反論があるかもしれない。だが、既述の
通り、「オプトアウト方式」では、それを認識・理解
できていない消費者は、依然として、その脆弱性が対
象とされ、意思決定を歪められる可能性がある。さら
に、個人データの利活用への懸念がさらに高まれば、

58 日本インタラクティブ広告協会（2016）３～５頁。
59 個人情報保護法でも「オプトアウト規定」というものがある。この規定では、当該個人に「第三者への提供を目的とすること」「提供される項目」「提

供の方法」「求めに応じて提供を停止できること」「提供の停止を求める方法」を通知する、またはこれを容易に知り得る状態に当該個人を置くことで、

当該個人から同意を得ることなく、第三者への個人データの提供が認められる。個人情報保護委員会（2019）14 頁。
60 日本経済新聞（2019 年８月 22 日朝刊）15 頁。
61 古谷（2018）139 頁。
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透明性の高いオンラインプラットフォームを意識的に
選択する消費者も増えてくるだろう 62。それゆえ、「オ
プトアウト方式」よりも、個人データの利活用の透明
性が確保できる「オプトイン方式」が、プラットフォー
ム事業者には必要となる 63。例えば、「オプトイン方式」
で、閲覧履歴や購買履歴などの利用される個人データ
の種類、そのデータが利用される期間、それが共有さ
れる第三者のウェブサイトを管理できれば、消費者は、
安心してオンラインプラットフォームを利用できる 64。
そして、これにより、利用する消費者の数が増えれば、
そのオンラインプラットフォームの価値が高まり、事
業者などの反対側のユーザー・グループの増加も見込
める 65。「オプトイン方式」で消費者から収集できる
データが制限されるかもしれないが、より多くの事業
者のデータが収集可能となれば、それを活用すること
で、新規事業を立ち上げることもできるだろう 66。し
たがって、新たなプライバシーに関する措置として、
個人データの利活用に「オプトイン方式」を導入する
ことは、プラットフォーム事業者のマーケティング戦
略に繋がるはずである 67。

６．結び

本稿では、「オンラインプラットフォームにおける
消費者課題に対し、プラットフォーム事業者には、ど
のようなマーケティング戦略が求められているのか」
という問いを立て、議論を展開した。消費者は、オン
ラインプラットフォームによって購買意志決定を効率
的に行えるようになった一方で、個人データの提供に
懸念を感じていた。多様な個人データの提供は、「プ
ロファイリング」や「行動ターゲティング広告」に利
用されることで、消費者の脆弱性を助長し、自由な意
思決定を阻害する可能性があった。このような消費者
課題に対し、プラットフォーム事業者は、市場のルー
ル整備を待つのではなく、主体的な取り組みが必要と

されていた。だが、その取り組みは、否定的に捉える
べきものではなく、プラットフォーム事業者のマーケ
ティング戦略へと繋がるものであった。なぜなら、プ
ライバシーに関する措置が、消費者のブランド・コミッ
トメントの形成に資する可能性があるからだ。そこで、
本稿では、個人データの利活用において、「オプトイ
ン方式」を導入することを提案した。「オプトアウト
方式」の措置でも一定の効果を期待できるが、消費者
がそれを認識・理解できなければ、消費者課題の発生
を防ぐことができない恐れがある。それゆえ、本稿で
は、事前に消費者の認識・理解を促すことが可能な「オ
プトイン方式」を提示したのである。プラットフォー
ム事業者がこのような措置を講じれば、そのオンライ
ンプラットフォームに対する懸念は払拭され、より多
くの消費者がそれを利用することになると考えられ
る。

ただし、プラットフォーム事業者の措置だけでなく、
個人データの管理について、消費者自身の意識も重要
になることは付言しておく。「オプトアウト方式」ま
たは「オプトイン方式」の措置が採用されたとしても、
消費者が個人データの利活用に無頓着であれば、それ
らの措置は意味をなさないからだ。このため、オンラ
インプラットフォームを利用するにあたり、消費者は、
単に保護されるだけの主体ではないことを自覚する必
要があるだろう。

最後に、本稿の限界と今後の課題について述べたい。
本稿では、オンラインビジネスを対象とした先行研究
から、プライバシーに関する措置が消費者のブランド・
コミットメントを形成するという考えを援用した。し
かし、これらの研究は、オンラインビジネスを扱って
いるものの、オンラインプラットフォームに限定して
調査が実施されたわけではない。オンラインプラット
フォームへの社会的な関心が集まっているのであれ
ば、それに対象を絞り込み、消費者行動を実証的に調
査する必要がある。これにより、本稿が提示したマー

62 「DuckDuckGo」という検索エンジンでは、検索履歴などの全ての個人データを収集しないことをプライバシー方針としている。「DuckDuckGo」を利

用した検索件数は、2010 年４月に３万台であったが、2019 年９月には３千５百万以上に拡大した。DuckDuckGo, DuckDuckGo Traffic. このことから、

個人データの利活用について、透明性の高いオンラインプラットフォームを選択する消費者が増加していると考えられる。
63 オンラインビジネスでは、「オプトアウト方式」から「オプトイン方式」に変更された事例がある。それは、広告宣伝メールである。広告宣伝メールは、

2018 年 12 月１日に施行された特定電子メール法によって、原則として、「オプトアウト方式」から「オプトイン方式」に変更された。総務省（2018a）。
64 ただし、「オプトイン方式」を採用したとしても、「同意疲れ」のような問題を引き起こしてはならない。同意取得手続きが繰り返され、かつ説明も複

雑で多岐にわたるため、利用者が十分に理解しないままに同意をしてしまうという「同意疲れ」の問題が指摘されている。総務省（2019）17 頁。こ

のため、「オプトイン方式」を導入したとしても、消費者が不便を感じず利用できるような設計が必要となる。
65 脚注８で述べた通り、これは、「サイド間ネットワーク効果」である。
66 例えば、事業者に関する詳細な情報を収集することで、融資事業を立ち上げることできる。Amazon では、既に「Amazon レンディング」という事業

が始められており、同事業では、出店業者の日々の詳細情報に基づいて審査および融資が行われている。出店業者にもメリットがあり、面倒な手続

きもなく、短い審査期間で融資を受けることができる。成毛（2018）291 ～ 295 頁。
67 國領（2013）では、プラットフォームビジネスにおいて、消費者から信頼を得ることが競争上のポイントになると指摘されている。國領（2013）133

～ 134 頁。
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ケティング戦略が有効であるかを判断することもでき
よう。これが、本稿における今後の課題となる。
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